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CSTB 理事長 アラン・モガール 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
○モガール 私は、立石理事長のように理事長さんだけでいいということではなく、団長

もやれば、発表もやるということで、大変です。（笑） 
 フランスではこういう言い方をします。フランスはパンを食べるから、臼で小麦もひい

て、オーブンの前に立ってパンも焼かなければいけない、両方をやらなければいけないと

いうことで、「小麦もひいてパンも焼く」という言い方をします。 
 次に行きましょう。 
〔資料 スライド２ 参照〕 
 では、３つの章に分けてお話をしていきたいと思います。第１章としましては、建築業

界における主な数字をご覧いただきます。次に、簡単に、エネルギー効率とか代替エネル

ギーのお話をしたいと思いますけれども、それについての発表が予定されておりますので、

私からは短く申し上げます。そして、2005 年から 2006 年度においてＣＳＴＢにおける優

先課題や、特別なことがらについてお話ししていきたいと思います。 
〔資料 スライド３ 参照〕 
 フランスの建築業界は現在伸びていまして、約３％の伸び率です。正確には 2.9％です。

３％の伸び率で、建築業界が大いに伸びているということで、今や年率にして５～６％ま

での伸び率になっています。フランスのＧＤＰの成長率よも、実は建築業界の成長率のほ

うが高いです。どちらかといいますと、フランスのＧＤＰの伸び率を、まさに建築業界が

引っ張っていると言っても言いすぎではありません。欧州連合の加盟各国の平均ＧＤＰの

成長率と同じくらいのレベルでフランスでも伸びていますが、２～３％で今ヨーロッパは

成長しています。アメリカよりも伸び率は低いかもしれません。だからといって停滞して

いるという状況ではありません。 
 住宅については、2004 年の数字をこちらでご覧いただいていますけれども、2005 年、2
006 年につきましても、40 万戸以上の住宅の申請着工になります。これだけの伸び率は、

25 年来なかったペースです。 
 今度は、エネルギーのお話をしていきましょう。 
〔資料 スライド４ 参照〕 
 建築業界の内訳を見てまいります。例えば、保守・点検がこちらです。つまり、これは

住宅のメンテナンスがここに当たります。住宅以外である非住宅の点検・修理・メンテナ

ンスが黄色い部分に当たります。ですから、こちらも、モスグリーンとベージュ色を足す

と、グリーンとブルーを足す金額とほぼ同じであることがおわかりいただけると思います。

つまり、新築の金額と、修理・改築・メンテナンス全体の売上金額が大体同じぐらいであ

ることがわかります。これは一つの特徴とも言えましょう。住宅だけをとってみれば、新

築よりも、いろいろなメンテナンス費用の総額のほうが全体に高いと言ってもいいくらい



です。 
〔資料 スライド５ 参照〕 
 エネルギーの問題について取り上げましょう。 
 右上の小さい円グラフが、1973 年の時代に、建築業界において消費していたエネルギー

総量です。30 年たって 2004 年になるとこれだけ大きくなったことがおわかりいただける

かと思います。 
 フランスにおいて使われるエネルギーの全消費量のうち実際に建物によって消費される

エネルギーは 42％を占めています。電力が青色の部分です。かつては 22％であった電力が、

今や 33％にまで上がっています。そして、黄色い部分のガスも、かつては９％であったも

のが今や 32％にまで増えています。また、再生可能エネルギーは緑色であらわしています

が、２％であったものが今や 12％です。そして、石油によるものがかつては半分を占めて

いたのですが、今や４分の１にも満たないことがこの赤色でご覧いただけます。ですから、

エネルギー消費総量がこんなにも増えて、そしてその中身はといいますと、かつてとは変

わってきていることがわかります。 
 ただ、フランスの特徴は、電力の大部分が原子力でつくられているということです。と

なると、温暖化効果ガスのＣＯ2 排出につきましては、フランスはなかなかいい位置につ

けている。つまり、あまり難しい立場ではないということになります。だからといって京

都議定書を採用しなくていいということにはなりません。 
〔資料 スライド６ 参照〕 
京都議定書の目標ということで、今までのエネルギーを４分の１に削減しようということ

が目標になっています。では、どうやってそういった目標に到達していこうかといいます

と、フランスにおけるエネルギーの消費量を４分の１に削減するために、まず既存の住宅

においては、エネルギー消費量を半分にしていき、その分、新築物件についてはエネルギ

ー消費量を今までの８分の１から 10 分の１ぐらいにまで削減することによって、全体をか

つての４分の１に削減したいという目標にしているわけです。 
〔資料 スライド７ 参照〕 
ですから、新築物件については、物凄く思い切った形でしっかりとした努力をしてまいり

ます。2000年から 2005年にかけて、断熱効果を 15％アップしていかなければなりません。

５年に１回は、新しい断熱規制を出していきます。つまり、2010 年に新しい規制、2015
年にも。そして、2020 年に新しい断熱規制ということになります。 
 そのような形で断熱規制をどんどん強化していくことにより、2020 年の断熱規制が、対

2000 年比で 40％削減、つまり 40％厳しくなることになります。 
 そして、初めて、既存の建物につきましても、こうした断熱規制ができました。という

のも、今まで、既存の建物につきましては断熱規制がなかったからです。 
〔資料 スライド８ 参照〕 
 もう少し全般的な形で、ＣＳＴＢとしても、持続可能な開発のための行動、活動を行っ



ていこうと決めました。エネルギーについては、ＣＳＴＢが何をやるかについてはお話し

したとおりです。と同時に、健康的な環境という問題についても取り組んでいく、また、

室内空気の質についても。これについてはエルベ・シャリュからの発表があります。同時

に、こうした持続可能な開発を都市部においても広げていこうということを考えています。

それについては、やはりエルベ・シャリュから発表いたします。 
〔資料 スライド９ 参照〕 
 2005 年になると、新しい断熱性の規制が出ました。そこで初めて、いわゆる再生可能エ

ネルギーというものを全面的に奨励することが出てきまして、いわゆる太陽光による集熱

パネルを、今までのやり方の中に統合していくようにということがうたわれています。例

えば、ソーラーパネルをつけないとしたら、断熱という意味で、もっと性能の高いものを

使いなさい、やりなさいという意味です。 
 バイオクリマティックというような建築に対して、断熱性規制をより奨励する形になっ

ています。また、太陽光を 低限何か遮るものがなければ空調を入れていくということは、

フランスでは考えられないことになっています。つまり、太陽の光からの断熱なしには空

調なし、エアコンなしというやり方です。〔該当資料なし〕 
 新しい新築物件についても、また、新しい販売物件についても、そして新たに賃貸物件

についても、その建物の、いわゆるエネルギー消費がどのくらいのレベルのものなのかと

いうことを年間で平米当たり何 kWh 消費するのかという単位で認定する、そうした認定レ

ベルをつけることが義務化されるようになります。赤色はダメ、グリーンは可というレベ

ルです。これはヨーロッパじゅうのあちこちでやっていることでもあります。 
 これは、フランスでは、新築物件についても、また、既存物件で売ったり貸したりする

場合に義務化されています。何が一番新しいかというと、ＣＯ2 の排出についての指標が

入ったということです。つまり、どのくらいのＣＯ2 がここで生産されているのかという

ことが、いわゆる認定マークとしてレベル化されていることになります。 
 例えば同じ建物でも、エネルギー消費のレベルは同じかもしれないけれども、暖房に電

気を使っているか、油を焚いているのか、ガスを焚いているかによって、ＣＯ2 がどのく

らい排出されるかということは、ガラッと変わってきてしまいます。ですから、このよう

な形で国民に対して示し、地球温暖化ガスであるＣＯ2 についての情報をしっかりと意識

してもらおうという取組みです。 
〔資料 スライド 11 参照〕 
 ２つ目の大事な点として、欧州計画（Europe Plan）があります。何かといいますと、

欧州全体としての規格、製品などについてのいろいろな規制があります。欧州連合として

の建築についての規格・規制を、フランスの建築基準法の中に適用していこうというもの

です。つまり、欧州連合としては、建築資材、建材が、欧州連合の域内を障壁なく自由に

流通しなければいけないと思っております。ところが、それぞれの国におきまして、建築

基準法はそれぞれ独自のものがあります。となると、今度は、欧州としての建築資材など



の製品についての規格があり、それに各国の建築法を合わせていかなければいけないこと

になります。 
 それからまた、欧州連合加盟国全部で使われている、いわゆるエンジニアリングの計算

法があり、それを Euro Code と呼んでおります。各国においてそれに関わるきちんとした

書類をつくり、そして適用していくことになっています。特に、構造、耐火、火災などに

ついての分野でこうしたものがあります。つまり、Euro Code を各国でしっかりと実施で

きるような文書に仕立て上げていくということです。 
〔資料 スライド 13 参照〕 
 もう一つ新しいことがあります。ＣＳＴＢの下に一つの方針を持つことになりました。

名前はＣＥＲＴＩＶＥＡで、これは日本語には訳せないだろうと思います。 
 認証機関というのが仕事です。例えば、いろいろな関係者として、建築士、いろいろな

専門家、建築分野のエンジニア、ディベロッパーを認証していく仕事です。ISO9000 の認

証を取っています。同時に、ありとあらゆる建物の認証にも興味を持っております。この

ことについては、本日の午後にお話しさせていただきます。ＨＡＢ（高環境建物）につき

まして、それも戸建ての住宅についてお話しすることになっております。 
〔資料 スライド 14 参照〕 
 ２つの新しいフランスの規制についてお話しします。一つが耐震規制で、今までのもの

に比べて、耐震規制がかかる地域を拡大しました。また、ハンデがある人々、つまり障害

がある方々、高齢者のために新たなる規制をつくっています。 
 私の話はこのあたりにさせていただきたいと思います。と申しますのも、建築業界にお

いての要につきましては、後ほどエルベ・シャリュから話があるからです。 
〔資料 スライド 15 参照〕 
 これは略してくれということですので、皆さん、ご静聴ありがとうございました。（拍手） 
 


